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資
格
証
明
書
を
お
持
ち
の
方

で
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な

ど
に
か
か
り
医
療
機
関
に
受
診

さ
れ
る
場
合
は
、
至
急
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

◇
問
合
せ
先

医
療
保
険
室

保
険
料
課

０
６（
４
３
０
９
）

３
１
６
８
、�
０
６（
４
３
０
９
）

３
８
０
７

「
同
じ
人
」
が
「
同
じ
月
内
」

に
「
同
じ
病
院
の
診
療
科
」
に

支
払
っ
た
医
療
費
（
保
険
適
用

分
）
の
一
部
負
担
金
が
自
己
負

担
限
度
額（
表
①
）を
超
え
た
と

き
は
、
超
え
た
額
を
高
額
療
養

費
と
し
て
支
給
し
ま
す
。
請
求

の
時
効
は
２
年
で
す
。

【
７０
歳
未
満
の
方
】

入
院
時
の
窓
口
で
の
支
払
い

が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な

る
「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
を

申
請
に
よ
り
交
付
し
ま
す
。

外
来
で
は
、
１
か
所
の
医
療

機
関
で
１
か
月
の
自
己
負
担
限

度
額
を
超
え
る
場
合
に
は
、
窓

口
で
の
支
払
い
が
自
己
負
担
限

度
額
ま
で
と
な
る
「
委
任
払
い

制
度
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場

合
は
、
医
療
機
関
の
承
諾
を
事

前
に
得
て
、
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
た
だ
し
、
保
険
料
の
滞
納

が
あ
る
と
き
に
は
、
認
め
ら
れ

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
７０
歳
以
上
の
方
（
長
寿
医

療
対
象
者
は
除
く
）】

保
険
証
と
い
っ
し
ょ
に
高
齢

受
給
者
証
（
市
民
税
非
課
税
世

帯
の
方
は
さ
ら
に
、
申
請
に
よ

り
交
付
の
「
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」）を
医

療
機
関
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
入
院
時
の
窓
口
で
の
支

払
い
は
、
自
己
負
担
限
度
額
ま

で
と
な
り
ま
す
。

入
院
し
た
月
は
、
１
か
月
の

医
療
費
を
７０
歳
以
上
の
方
の
み

の
世
帯
単
位
で
計
算
し
ま
す
。

外
来
の
場
合
は
、
１
か
月
の
医

療
費
を
７０
歳
以
上
の
個
人
単
位

で
計
算
し
ま
す
。
自
己
負
担
限

度
額
を
超
え
る
場
合
は
、
申
請

に
よ
り
払
い
戻
し
ま
す
。

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
て

支
払
っ
た
場
合
は
申
請
を

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
て

支
払
っ
た
場
合
は
、
領
収
書
を

添
え
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
１
つ
の
世
帯
内
で「
同

じ
月
内
」「
同
じ
病
院
の
診
療
科
」

に
２
万
１
０
０
０
円
以
上
の
一

部
負
担
金
を
２
回
以
上
支
払
っ

た
場
合
も
、
そ
れ
ら
を
合
算
し

て
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
る

か
ど
う
か
を
計
算
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

た
だ
し
、高
額
療
養
費
に
は
、

入
院
し
た
と
き
の
食
事
負
担
額

や
部
屋
代
の
差
額
な
ど
保
険
適

用
外
の
費
用
は
含
み
ま
せ
ん
。

同
じ
病
院
で
受
診
し
た
と
き
で

も
入
院
と
外
来
で
は
別
の
計
算

に
な
り
ま
す
。

医
療
費
通
知
を
送
付

１１
月
末
ご
ろ
に
医
療
費
通
知

を
送
付
し
ま
す
。
今
回
は
平
成

２１
年
６
月
と
７
月
の
診
療
（
請

求
）
分
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

医
療
費
通
知
は
、
被
保
険
者

の
み
な
さ
ん
に
医
療
費
の
実
情

を
理
解
し
、
健
康
に
対
す
る
認

識
を
深
め
て
も
ら
う
た
め
に
、

年
６
回
送
付
し
て
い
ま
す
。

◇

◇

◇
問
合
せ
先

医
療
保
険
室

資
格
給
付
課

０
６
（
４
３

０
９
）３
１
６
７
、�
０
６（
４
３

０
９
）
３
８
０
４

保
険
料
は
、
病
気
や
け
が

の
医
療
費
を
は
じ
め
、
高
額

療
養
費
な
ど
の
費
用
の
支
給

に
あ
て
ら
れ
ま
す
。

保
険
料
を
滞
納
す
る
と
、

こ
れ
ら
の
支
払
い
に
支
障
を

き
た
す
だ
け
で
な
く
、
き
ち

ん
と
納
め
て
い
る
方
と
の
公

平
を
欠
き
ま
す
。

特
別
な
事
情
も
な
く
滞
納

を
続
け
る
と
、
医
療
費
が
一

旦
全
額
自
己
負
担
と
な
る「
資

格
証
明
書
」
の
交
付
対
象
と

な
り
、
保
険
証
の
返
還
を
求

め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま

す
。
ま
た
、
相
談
も
な
く
滞

納
を
続
け
る
と
、
滞
納
処
分

と
し
て
「
財
産
の
差
押
え
」

の
対
象
と
な
り
、
財
産
に
つ

い
て
の
調
査
や
差
押
え
を
行

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

納
付
相
談
は
お
早
め
に

納
付
相
談
は
保
険
料
課
で

常
時
行
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、

次
の
日
程
で
夜
間
・
休
日
・

出
張
相
談（
来
所
相
談
の
み
）

を
行
い
ま
す
。
夜
間
・
休
日

・
出
張
納
付
相
談
は
、
電
話

で
の
相
談
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
相
談

に
は
、
保
険
料
決
定
通
知
書

（
納
付
書
）
な
ど
通
知
書
番

号
ま
た
は
被
保
険
者
番
号
の

わ
か
る
も
の
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。

◇
と
き

▽
夜
間
�
１１
月

２５
日
�
〜
２７
日
�
午
後
５
時

３０
分
〜
８
時

▽
休
日
�
２８

日
�
〜
２９
日
�
午
前
１０
時
〜

午
後
４
時

▽
出
張
�
２７
日

�
午
前
１０
時
〜
午
後
４
時

◇
と
こ
ろ

▽
夜
間
・
休

日
�
医
療
保
険
室
保
険
料
課

▽
出
張
�
布
施
行
政
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ー

◇
問
合
せ
先

医
療
保
険

室
保
険
料
課

０
６
（
４
３

０
９
）
３
１
６
８
、
�
０
６

（
４
３
０
９
）
３
８
０
７

障
害
者
医
療
証
と
ひ
と
り
親

家
庭
医
療
証
は
、
１１
月
１
日
か

ら
新
し
く
な
り
ま
し
た
。
引
き

続
き
適
用
と
な
る
方
に
は
新
し

い
医
療
証
を
送
付
し
て
い
ま
す

が
、
ま
だ
届
い
て
い
な
い
方
は

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

更
新
の
申
請
が
必
要
な
方
で
、

ま
だ
手
続
き
を
さ
れ
て
い
な
い

場
合
に
は
、
医
療
証
を
送
付
し

て
い
ま
せ
ん
の
で
、
至
急
手
続

き
を
お
願
い
し
ま
す
。

更
新
の
必
要
な
方
は
、
療
育

手
帳
の
「
次
の
判
定
年
月
」
が

過
ぎ
て
い
る
障
害
者
医
療
受
給

者
、
遺
族
年
金
受
給
も
し
く
は

そ
れ
に
準
ず
る
基
準
を
満
た
す

ひ
と
り
親
（
父
、
母
ま
た
は
養

育
者
と
そ
の
子
）
な
ど
の
要
件

に
よ
る
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
受

給
者
で
す
。

ま
た
、
転
出
・
転
居
さ
れ
た

と
き
、氏
名
が
変
わ
っ
た
と
き
、

加
入
さ
れ
て
い
る
健
康
保
険
が

変
わ
っ
た
と
き
、
生
活
保
護
を

受
給
さ
れ
た
と
き
、
死
亡
さ
れ

た
と
き
は
、
必
ず
届
出
を
し
て

く
だ
さ
い
。

な
お
、
古
い
医
療
証
は
必
ず

返
却
し
て
く
だ
さ
い
（
郵
送

可
）。治
療
を
受
け
ら
れ
る
と
き

は
、
必
ず
新
し
い
医
療
証
と
健

康
保
険
証
を
医
療
機
関
の
窓
口

へ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

【
障
害
者
医
療
】

国
民
健
康
保
険
ま
た
は
社
会

保
険
に
加
入
さ
れ
て
い
る
６５
歳

未
満
の
方
で
、
身
体
障
害
者
手

帳
の
１
級
ま
た
は
２
級
、
知
的

障
害
の
程
度
が
重
度
、
知
的
障

害
の
程
度
が
中
度
で
身
体
障
害

者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
の
い
ず

れ
か
に
該
当
し
、
平
成
２１
年
度

所
得
制
限
限
度
額
（
表
②
）
を

超
え
て
い
な
い
方

※
生
活
保
護
受
給
者
は
除
く
。

【
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
】

国
民
健
康
保
険
ま
た
は
社
会

保
険
に
加
入
し
、
児
童
扶
養
手

当
ま
た
は
遺
族
年
金
な
ど
を
受

給
し
て
い
る
方
、
ま
た
は
そ
れ

に
準
ず
る
基
準
を
満
た
す
方

（
父
、
母
ま
た
は
養
育
者
）で
、

１８
歳
に
達
し
た
年
度
末
日
ま
で

の
子
ど
も
、
そ
の
子
ど
も
を
監

護
す
る
父
ま
た
は
母
、
そ
の
子

ど
も
を
養
育
す
る
養
育
者
の
い

ず
れ
か
に
該
当
し
、
対
象
者
お

よ
び
扶
養
義
務
者
な
ど
の
所
得

が
平
成
２１
年
度
所
得
制
限
限
度

額（
表
③
）を
超
え
て
い
な
い
方
。

※
生
活
保
護
受
給
者
は
除
く
。

◇

◇

◇
申
請
に
必
要
な
も
の

健

康
保
険
証
、
印
鑑
、
そ
の
他
必

要
書
類

◇
申
請
先

医
療
助
成
課
ま

た
は
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

※
行
政
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー

で
は
取
扱
い
で
き
ま
せ
ん
。
ひ

と
り
親
家
庭
医
療
の
新
規
申
請

と
更
新
申
請
は
医
療
助
成
課
の

み
の
受
付
。

◇
問
合
せ
先

医
療
助
成
課

０
６
（
４
３
０
９
）
３
１
６
６
、

�
０
６（
４
３
０
９
）３
８
０
５

国
民
年
金
保
険
料
を
未
納

の
ま
ま
で
放
置
す
る
と
、
将

来
年
金
が
受
給
で
き
な
い
こ

と
も
あ
り
ま
す
。納
付
で
き
な

い
方
は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
ね
ん
き
ん
定
期
便

の
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。

◇
と
き

１１
月
２４
日
�
午

前
１０
時
〜
午
後
４
時

◇
と
こ
ろ

く
す
の
き
プ

ラ
ザ
（
若
江
岩
田
駅
前
）

※
国
民
年
金
手
帳
ま
た
は

基
礎
年
金
番
号
が
わ
か
る
も

の
を
持
参
。

◇
問
合
せ
先

▽
東
大
阪

社
会
保
険
事
務
所

０
６

（
６
７
２
２
）
６
０
０
１

▽
国
民
年
金
課

０
６（
４
３

０
９
）
３
１
６
５
、
�
０
６

（
４
３
０
９
）
３
８
０
５

（表①）自己負担限度額

７０
歳
未
満
の
方

自己負担限度額
上位所得者
※１

１５０，０００円
（８３，４００円）

＋総医療費〈１０割〉が５００，０００円
を超えた分の１％を加算

一 般
８０，１００円
（４４，４００円）※２

＋総医療費〈１０割〉が２６７，０００円
を超えた分の１％を加算

市民税非課税世帯
３５，４００円

（２４，６００円）※２

７０
歳
〜
７４
歳
の
方

自己負担限度額
外来＋入院〈世帯単位〉

外来
〈個人単位〉

現役並み所得者
※３

４４，４００円
８０，１００円
（４４，４００円）※２

＋総医療費〈１０割〉が２６７，０００円
を超えた分の１％を加算

一 般 １２，０００円 ４４，４００円

市民税
非課税
世 帯

低所得者�
※４

８，０００円

２４，６００円

低所得者Ⅰ
※５

１５，０００円

※１ 基礎控除後の総所得金額が６００万円を超える世帯の方
※２ （ ）内は、過去１２か月以内に４回以上高額療養費の支給があった場合の４回目以降

の限度額
※３ 課税所得が１４５万円以上で、収入が高齢者単独世帯で年収３８３万円以上、高齢者複数世

帯で年収５２０万円以上の方
※４ 世帯全員が市民税非課税の方
※５ 世帯全員が市民税非課税で、各所得（特別控除前）がいずれも０円となる方（老人単

身世帯で年金収入のみの場合は年収８０万円以下の方）
☆ ７０歳以上の「低所得者Ⅱ・Ⅰ」の方は「限度額適用・標準負担額限度額認定証」を市

へ申請し、証を医療機関に提示してください

（表②）障害者医療所得制限限度額

扶養人数 所得制限額（以下）

０人 ４６２万１千円

１人 ５００万１千円

２人 ５３８万１千円

以降１人増
すごとに

３８万円を
加算した額

（表③）ひとり親家庭医療所得制限限度額
扶養人数 父、母または養育者 扶養義務者など

０人 １９２万円未満 ２３６万円未満

１人 ２３０万円未満 ２７４万円未満

２人 ２６８万円未満 ３１２万円未満

以降１人増
すごとに

３８万円を
加算した額

３８万円を
加算した額

※医療費の８割相当額は所得に算入されます。

国民健康保険資格証明書
交付世帯の方は相談を

国
民
健
康
保
険
医
療
費

新型インフルが流行しています

高
額
に
な
る
と
き
は
申
請
を

新しい医療証は届きましたか

障害者医療�うぐいす色
ひとり親家庭医療�みず色

長
寿（
後
期
高
齢
者
）医
療
・
国
民
健
康
保
険

医
療
保
険
は
助
け
合
い
の
制
度

未
納
の
ま
ま
に
せ
ず

早
め
の
相
談
を

年 金

（２）平成２１年１１月１５日東 大 阪 市 政 だ よ り


